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第３章 計画の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 分野別の取り組み 
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■関連分野１ 栄養・食生活・食育 

「食」は私たちの健康や心身の基本となるものです。そのため，食を通じた健康な身体づくりを推
進する必要があり，正しい食生活の習慣化，年齢や身体の状況にあった食品・栄養の摂取ができるよ
う，食材や栄養に関する必要な知識や大切さについての啓発，栄養バランスの取れた食事の実践を推
進します。  

 
 

 

①朝食の摂取状況について 

朝食の摂取状況については，令和６年度のアンケート調査では「いつも朝食を食べる子ども
の割合」について，幼児から高校生まですべての世代で低下しています。また，「朝食を欠食す
る成人の割合」については 20 歳代男女で増加しています。 
朝昼夕の１日３回の食事を規則正しくとることは食育の基本であり，特に朝食は１日を活動

的にスタートさせる上で重要な生活習慣です。アンケート調査では朝食がとれない理由とし
て，「時間がない」，「食欲がない」といった理由がみられますが，正しい食習慣について，各世
代に向けた啓発の充実・強化が必要です。 

 

図表 20 あなたは朝食を食べていますか？ 

指  標 平成 20年度 平成 26年度 令和元年度 令和６年度 

いつも朝食を食べる 

子どもの割合 

幼児 94.8％ 90.3％ 93.4％ 92.2％ 

小学生 91.8％ 93.6％ 90.5％ 90.1％ 

中学生 79.9％ 87.7％ 83.3％ 80.7％ 

高校生 83.3％ 87.5％ 85.7％ 73.8％ 

朝食を欠食する 

成人の割合 

男性 20 歳代 20.0％ 20.8％ 12.5％ 38.5％ 

女性 20 歳代 5.8％ 12.9％ 24.4％ 27.6％ 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査  

  

施策の柱－１ 生活習慣の改善と食育を通じた健康づくり 

 

 

 

（１）現状と課題 

第４章 分野別の取り組み 
 



 

49 

第４章 分野別の取り組み 

 

②バランスのよい食事 

アンケート調査によると，主食・主菜・副菜がそろった食事を「している」または「だいた
いしている」と回答した人の割合は，青壮年期を除き 9 割を超えています。特に，学童期，高
齢期では，「している」という回答が最も多くなっています。 
一方で，青壮年期は他の年代と比べると「している」と「だいたいしている」の割合が低く

なっており，食生活の乱れが懸念される年代となっています。 
バランスのよい食事は，成長期における身体づくりの基礎であるとともに，高齢期において

はフレイルやロコモティブシンドロームの予防に資する栄養確保の観点から重要です。このた
め，乳幼児健診や特定健診時での栄養指導，園・学校等の関係機関との連携による情報提供や
啓発を推進するとともに，医療や介護との連携などを通じ，各年代でバランスのよい食事を実
践できるよう支援する取り組みが必要です。 

 

図表 21 バランスの良い食事のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汁物・果物 

牛乳など… 

主食（炭水化物） 

主菜（たんぱく質） 

もう一品 

副菜（ビタミン・ミネラル） 

【フレイル】 

○厚生労働省研究班の報告書では「加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し，複数の慢性疾患の併存などの
影響もあり，生活機能が障害され，心身の脆弱性が出現した状態であるが，一方で適切な介入・支援により，生活機能の維持

向上が可能な状態像」とされ，健康な状態と日常生活でサポートが必要な介護状態の中間を意味します。多くの方は，フレイ
ルを経て要介護状態へ進むと考えられていますが，高齢者においては特にフレイルが発症しやすいことがわかっています。 

【ロコモティブシンドローム】 

○運動器の障害のために立ったり歩いたりするための身体能力（移動機能）が低下した状態のことです。進行すると，将来介護

が必要になるリスクが高くなります。 
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③適正なエネルギー量の摂取について 

本市の肥満（BMI25以上）の割合は成人男姓・女姓ともに増加傾向にあります。生活習慣病
の要因である内臓脂肪の蓄積は，放置することで動脈硬化が進行し，生活習慣病の発症リスク
が高くなり，命に係わる疾患を引き起こしやすくなります。 
生活習慣病の予防として，自分に合った適正なエネルギー量の食事の摂取や偏りのないバラ

ンスのよい食事をとること，よく噛んで食べることで食べすぎを防ぐなどの生活習慣病の予防
や改善に効果的な食習慣の積極的な啓発が大切です。 
また，間食の摂取については，午後３時頃の摂取が 35.4％と最も多く，次いで夕食後の摂取

が 24.2％と多くなっています。夕食前後の間食は，糖分や油脂，塩分の過剰摂取や余分なエネ
ルギー摂取，栄養バランスの偏った食事になりやすく，肥満などの生活習慣病の発症につなが
るほか，翌日の朝食欠食に影響することも考えられるため，各世代における健康的な食生活の
習慣化に向けた啓発を継続的に行うことが必要です。 

 

図表 22 あなたは間食（夜食・果物を含む）をいつ食べますか 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査 

 

 

 

 

 

④野菜の摂取量について 

各世代における野菜の摂取については，積極的に食べている・食べるようにしている割合が
約９割と高い状況であり，野菜摂取の必要性を感じている方は多いと考えられます。しかし，
県の調査では実際の摂取状況は１日の目標量（350ｇ以上）までは達しておらず，本市におい
ても同様の状況と推測されます。 
積極的に野菜を摂取することは，生活習慣病予防にも効果的であるため，各関係機関や食生

活改善推進員等と連携し，野菜摂取の重要性などの健康づくりに関する普及啓発を継続的に行
うことが必要です。 

 

  

3.2%

79

12.3%

301

35.4%

864

14.2%

347

24.2%

590

10.2%

248

0.5%

12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

朝食前 午前中 午後３時頃 夕食前 夕食後 ほとんど食べない 無回答

【ＢＭＩ】 

○体重（㎏）を身長（ｍ）の２乗で割った値で，肥満や低体重の判定に用いられる指標です。日本では，BMIが 25 以上を肥満
と定義し，BMI22が標準体重とされています。 

【食生活改善推進員】 

○地域住民へ生涯を通じた食育の推進，健康づくりの担い手として，食を通じた健康づくりに取り組むボランティアです。 
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第４章 分野別の取り組み 

 

⑤成人の食塩摂取量について 

「日本人の食事摂取基準 2025年版」では成人の食塩摂取の目標量が男性 7.5ｇ，女性 6.5ｇ
となっており，令和４年度茨城県がん予防モニタリング調査結果による県民の食塩摂取量は男
性 10.9ｇ，女性 8.9ｇで，目標量に対して食塩をとり過ぎている状況となっています。 
食塩のとり過ぎは高血圧の原因となるだけではなく，動脈硬化や血栓ができやすくなり，脳

梗塞，心筋梗塞などの重い病気につながることから，今後も食塩摂取量の低下を目標に，子ど
ものころからの薄味の大切さや，高血圧予防の重要性等の啓発を含めた減塩と適塩の習慣化が
重要です。また，令和２年 11 月から，県独自に毎月 20 日を「減塩の日」と定めていることか
ら，市においても減塩・適塩を推進し，生活習慣病予防に関する普及啓発を行う必要がありま
す。 

 

図表 23 成人の食塩摂取量について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※目標値（日本人の食事摂取基準 2025 年版） 

※摂取量（令和４年度茨城県がん予防モニタリング調査結果より，県民の平均値） 
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⑥BMI 20以下該当者割合の推移 

BMI 20 以下に該当する方は低栄養傾向とされており，疾病や老化などの影響を受けて年齢
が上がるにつれて増加する傾向となっています。本市の後期高齢者医療被保険者においても，
BMI20 以下の低栄養傾向の割合が増加しています。 
高齢期のフレイル予防には，タンパク質や脂質，ビタミン類などの栄養を適切に摂取し，バ

ランスのとれた食生活を習慣づけることが重要です。併せて，身体活動の推進や筋力維持に関
する情報提供にも取り組み，食と運動の両面からフレイル予防に取り組む必要があります。 

 

図表 24 BMI20以下該当者割合の推移（後期高齢者医療被保険者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：国保データベースシステム 

 

 

⑦食に関する関心や理解 

市民一人ひとりが食への関心を高め，食に対する理解を深めることは，健康意識の向上や，
主体的な健康づくりにつながります。さらに，家庭や地域・保育園・認定こども園・幼稚園・
学校・行政などが連携して食育を推進することは，こうした取り組みを支える環境づくりにつ
ながります。 
市では，各世代に向けて食育や栄養に関する普及啓発，食育月間や食育の日（毎月 19 日）

の情報提供，自分で農作物を育て食べる体験等を通して，市民が進んで食に関する関心や理解
を深められるよう支援しています。 
本市の特産物について，アンケート調査では，「知っていて，食べたことがある」と答えた人

の割合が全世代において８割以上と高い状況です。一方で，若い世代においては生活環境や食
環境の変化もあり，郷土料理や食文化に触れる機会が少なくなっていると考えられます。今後
も地域の関係機関と連携し，食に関する情報提供や農水産業等の普及啓発を通じて，食育推進
の取り組みが必要です。 
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第４章 分野別の取り組み 

 

 
 

実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆望ましい食習慣の形成 □情報発信の充実 

・朝食をとることの大切さをはじめとした望ましい食習慣等に
ついて，食育通信や広報紙，FM かしま等，あらゆる場面で
の啓発を推進します。 

・朝食の欠食が多くなる思春期の子どもや家庭に向けた啓発を
強化します。 

□健診等を通じた啓発の強化 

・乳幼児から成人まで，各種健診や教室等の機会を活用し，食
習慣の重要性に関する啓発を行います。 

□学校教育等を通じた啓発の推進 

・認定こども園や保育園，幼稚園，小中学校を通じ，子どもの
食事の現状と課題，あいさつや共食の重要性について啓発を
行います。 

◆生活習慣病を予防する

食生活の推進 

□正しい食生活の普及啓発 

・栄養バランスがよく，自分に適したエネルギー量の食事を選
択できるよう，健診や相談，教室等の実施，広報紙やホーム
ページをはじめとした多様な媒体を活用しながら情報提供
に努めます。 

・野菜摂取の効果について広く周知し，積極的に食べる人を増
やします。 

・適正な塩分摂取量を知り，減塩に取り組む人を増やすため，
多様な場面での啓発に努めます。 

・食生活改善推進員による料理教室や食育キャンペーン等の活
動を通じ，身近な支援者による普及啓発を行います。 

・認定こども園や保育園，幼稚園，学校等での給食時間や媒体
を利用した講話，給食（食事）だより等での周知により，栄
養バランスのよい食事について学ぶ機会を提供します。 

・後期高齢者が陥りやすい低栄養状態を予防し，身体活動を維
持するための適正な栄養について普及啓発を図ります。 

□食に関する相談・支援の充実 

・乳幼児健診や育児相談等で栄養相談を実施し，味覚や正しい
食生活の形成を支援します。 

・特定保健指導や健康教室等の機会を活用し，個人の食生活に
寄り添った改善を支援します。 

 
  

（２）施策の展開 
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◆食に対する関心や理解

の醸成 

□食に対する関心や理解を深める機会の提供 

・認定こども園や保育園，幼稚園等において，食に関する情報
提供や料理，栽培収穫体験の実施を推進します。 

・小中学校において栄養教諭等による食に関する授業の充実に
取り組みます。 

・地場産物を活用した料理教室等の実施や広報，ホームページ
等での周知，PR イベント等を通じ，地場産物の周知を図り
ます。 

・特産品や郷土料理を学ぶため，小中学校や認定こども園，保
育園，幼稚園の給食において特産品の活用を推進します。 

・食生活改善推進員を養成し，食に関心が深い市民を増やすと
ともに，推進員による郷土料理や食に関する教室，食育キャ
ンペーンの実施を支援します。 
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第４章 分野別の取り組み 

■関連分野２ 身体活動・運動 

身体活動・運動の量が多い人は，不活発な人と比較して循環器病やがんなどの非感染性疾患の発症
リスクが低いことが実証されています。 
幼少期から体を動かすことに慣れ親しみ，健康増進や体力の維持・向上のために，自分のライフス 

タイルに合った方法で身体活動量を増やすことは，個人の抱える多様かつ個別の健康課題の改善につ
ながります。 

 
 
 

①運動習慣の状況 

特定健診を受診した方の質問票では，運動習慣について 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動
を週 2日以上，1年以上実施している者は，男性女性ともに 4 割を超えており国や県よりも高
く，運動が習慣化されてきている方が健診受診をされていることが考えられます。 
一方で，アンケート調査の定期的な運動をしていますかの割合は，青壮年期で「していない」

が 37.1％と一番多く，高齢期になると「週 3 日以上している」者が 31.6％と多くなる状況にあ
り，就労世代の運動時間の確保，運動習慣の確立の難しさが伺えます。 
今後も，運動効果の周知や運動以外にも生活の中での活動も増やせるよう普及啓発を行うこ

とが必要です。 

 

図表 25 運動習慣について（1回 30分以上の運動を週 2日以上， 

1年以上継続している者の割合〔40～74歳〕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国保データベースシステム 
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実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆ライフステージにあっ

た運動習慣の推進 

□ライフステージにあった運動の習慣化の促進 

・すべての世代の健康づくりを支援するため，ライフステージ
（幼児期～高齢期）にあった運動習慣についての啓発を推進
します。 

・健診機会を活用した啓発や，保健指導の際に身体活動量や運
動に関する指導を推進します。 

□スポーツ活動の推進と習慣化に関する啓発 

・本市が持つスポーツ環境を活用するとともに，生活の中の運
動習慣の大切さを学ぶ機会を提供します。 

◆生活機能の維持・向上 □介護予防の推進 

・高齢者の健康づくりや介護予防を図るため，フレイルやロコ
モティブシンドローム対策に取り組みます。 

□運動機能の維持 

・骨粗鬆症検診を実施し，骨折の予防や早期介入による機能低
下の防止を図ります。 

 

  

（２）施策の展開 
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第４章 分野別の取り組み 

■関連分野３ 休養・こころの健康 

心身の疲労を回復し，充実した人生を目指すための休養は，こころの健康を保つために重要な要素
のひとつです。そのためには，休養が日常生活の中に適切に取り入れられた生活習慣を確立すること
が重要となります。 
また，現代社会はストレス型の社会であり，誰もがこころの健康を損なう可能性があります。その

ため，こころの健康問題の重要性を認識するとともに，自身や身近な人のこころの健康の不調に気づ
き適切に対処できるよう，身近な場での相談体制の充実をはじめ社会全体で取り組むことが重要です。 

 
 
 

①睡眠による休養の状況 

睡眠が十分に足りているかについては，20 歳代から 50 歳代で「少し足りない」が最も多く
なっています。特に 20 歳代では「不足している」が３割を超えています。睡眠不足は，疲労感
や倦怠感，情緒の安定など，生活の質に大きく影響を与えるとともに，睡眠障害は，高血圧・
糖尿病・循環器病・精神疾患・脳血管性認知症の発症リスクであることが報告されており，睡
眠をはじめとする休養の必要性を啓発していく必要があります。 

 

図表 26 普段の睡眠は十分に足りていると思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査 

 

②ストレスや悩みを感じている人の割合 

アンケート調査では，全体の 60.3％の人が『ストレスや悩みを感じている』状況であり，男
性では 55.3%，女性では 63.6%と，女性の方がストレスや悩みを感じている割合が高い状況と
なっています。特に，女性は男性と比べ，生涯を通じ，ホルモン変動・ライフイベント・社会
的要因が複合的に作用しやすく，こころの健康に影響が出やすいことが知られています。 
ストレスや悩みは，こころの健康に影響を与える要因になることから，正しいストレスとの

向き合い方に対する啓発や，相談窓口や体制の充実・強化を図る必要があります。  

（１）現状と課題 

45.7%

27.3%

36.7%

31.0%

32.0%

52.9%

52.6%

36.7%

38.6%

41.3%

46.0%

51.5%

31.1%

30.4%

13.3%

34.1%

20.7%

21.4%

12.6%

12.6%

9.7%

3.4%

0.0%

1.3%

0.8%

3.9%

2.5%

5.3%

1.0%

0.0%

0.0%

0.8%

0.0%

0.8%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鹿嶋市

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

十分足りている 少し足りない 不足している わからない 無回答
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図表 27 ストレスや悩みを感じている人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査 

 

 

 

 

実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆質の高い睡眠や休息

の推進 

□正しい睡眠・休息に関する啓発 

・こころの健康に不可欠な睡眠や休養について，重要性や効果を
啓発するため，広報紙やホームページでの情報発信，各種健診
機会を活用した情報提供を行います。 

◆こころの健康の重要

性に関する教育の推

進 

□こころの健康づくりの支援 

・悩みや不安に対し，正しく向き合うことができるよう，不安や
ストレスへの向き合い方，生活習慣，睡眠や休息，食事，趣味，
入浴などに関する情報を発信します。 

・自身のこころの健康状態に気づき，必要な相談支援を求める重
要性について啓発を図ります。 

・身近な人の悩みやストレスのサインに気づき，早期の対応がで
きる人材（ゲートキーパー等）の育成に努めます。 

◆悩みを抱えたときに

相談できる場の充実 

□相談事業の充実 

・専門医や精神保健福祉士，保健師等による相談事業を推進しま
す。 

□庁内連携体制の推進と関係機関との連携強化 

・悩みや不安の原因は多岐に渡るため，庁内各部署や関係機関と
連携し，多方面からの総合的な支援に努めます。 

 

 

 

 

  

（２）施策の展開 

60.3%

55.3%

63.6%

38.1%

43.0%

35.0%

1.5%

1.7%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鹿嶋市

男性

女性

感じている 感じていない 無回答

【ゲートキーパー】 

○悩んでいる人に気づき，声をかけ，話を聴いて，必要な支援につなげる人のことです。主な役割には，悩みのサインに気づく
こと，じっくりと耳を傾けること，支援先につなげること，温かく見守ることが含まれます。 
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第４章 分野別の取り組み 

■関連分野４ 飲酒・喫煙（ＣＯＰＤ対策含む） 

飲酒や喫煙は生活習慣病だけでなく，がんや心臓病，慢性閉塞性肺疾患（COPD）などの呼吸器系
疾患の要因となることが指摘されています。自身の健康はもちろん，周囲にもたらす影響などに関す
る正しい知識の啓発に取り組むとともに，過度な飲酒や喫煙の改善に係る相談・支援を行います。 

 

 

 

①飲酒の状況 

飲酒の状況について，特定健康診査における問診項目からみると，飲酒の頻度は，男性 31.4％，
女性 6.8％が「毎日」と回答しています。また一日あたりの飲酒量については，男性「２合以
上」，女性「1合以上」の割合が令和元年度と比べ男女ともに多くなっています。特に，女性の
飲酒量の増加については，食品の流通などの社会環境や生活環境の変化による影響も要因だと
考えられます。 
多量の飲酒は，がん，高血圧，脳出血，脂質異常症などの生活習慣病のリスクとなることか

ら，飲酒が健康に与える影響や正しい知識について普及啓発を行い，生活習慣病のリスクを低
減させることが必要です。 

 

図表 28 飲酒の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 6 年度国保特定健康診査質問票  

 

図表 29 一日あたりの飲酒量（飲酒する方のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 6 年度国保特定健康診査質問票   

（１）現状と課題 

31.4%

6.8%

10.3%

3.6%

7.0%

5.0%

7.2%

6.7%

4.7%

6.2%

3.7%

4.8%

8.9%

3.5%

26.8%

63.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

毎日 週5～6日 週3～4日 週1～2日 月1～3日 月1日未満 やめた 飲まない

32.3%

67.4%

44.4%

23.8%

16.7%

6.0%

5.3%

2.4%

1.3%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

1合未満 1～2合 2～3合 3～5合 5合以上
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②喫煙の状況 

本市の喫煙率は，男性 24.3％，女性 7.6％と，いずれも令和元年度と比べてやや悪化してお
り，今後も喫煙による健康被害に関する正しい知識と禁煙の効果等についての啓発を強化する
必要があります。 
 

図表 30 成人の喫煙の状況（電子たばこ等を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査 

 
 
 
 

実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆飲酒・喫煙に対する正し

い知識の啓発 

□飲酒・喫煙に関する情報提供 

・飲酒・喫煙による自身の身体へのリスク，周辺への影響につ
いての啓発を行います。 

□各種健診機会を活用した啓発の推進 

・がん検診等の会場でがん予防に関する情報の啓発を行いま
す。 

・健診結果に基づいた適度な飲酒及び禁煙に関する指導を行い
ます。 

  

（２）施策の展開 

70.0%

51.0%

81.5%

15.1%

23.3%

10.1%

13.9%

24.3%

7.6%

1.0%

1.3%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鹿嶋市

男性

女性

以前から吸わない 以前は吸っていたが今は吸わない 吸っている 無回答
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第４章 分野別の取り組み 

■関連分野５ 歯・口腔の健康 

生涯にわたり健康で質の高い生活を営むためには，自分の口から食べることができ，会話を楽しむ
ことができる歯と口腔の健康の保持増進が重要です。また，口腔の健康状態が全身の健康にも関係す
るとされており，特に歯周病は循環器病や糖尿病等の全身の病気を引き起こしたり，悪化させたりす
る要因となることから，日々の歯みがきや口腔ケアによる予防が大切になります。 

 
 
 

①１歳６か月児，３歳児のう歯罹患状況 

う歯罹患状況については，３歳児，小学生，中学生で減少傾向にありますが，１歳６か月児
では，令和元年度に比べて微増しています。 
これまでも，９か月児相談時の際に保護者へ子どもの歯磨きについてのケアを促すほか，１

歳６か月児健診や３歳児健診での歯科衛生士による個別指導において，歯磨きの重要性につい
て周知し，意識づけを行っています。 
乳幼児期の歯科保健行動の基盤の形成は，保護者の意識が重要になることから，妊娠期から

生まれてくる子どもの歯の健康に関して意識を持てるよう支援するとともに，幼児・学齢期の
う歯予防に関する取り組みを行い，健全な永久歯の成長や全身の発育などにつながる取り組み
を充実する必要があります。 

 

図表 31 １歳６か月児，３歳児，小学生，中学生のう歯罹患状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：第二次健康かしま 21 の評価 

 

  

（１）現状と課題 

2.5%
0.7% 1.1%

20.7%

10.6% 8.6%

54.2%
50.9%

39.4%
47.6%

34.2%

27.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

平成26年 令和元年 令和６年

１.６歳児 ３歳児 小学生 中学生
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②定期的な歯科健診の受診状況 

アンケート調査では，定期的に歯科健診を受診している割合は 48.0％で，前回の 43.6％より
も改善していますが，男女で大きく異なっています。定期的な歯科健診による継続的な口腔管
理は，歯・口腔の健康状態に大きく影響します。特に，定期的な健診は成人期の歯周病予防に
おいて重要な役割を果たすことから，歯・口腔の健康づくりについての啓発の充実・強化が必
要となります。 

 

図表 32 定期的な歯科健診の受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査 

 
③歯周病の状況 

歯周病は，日本人の歯の喪失をもたらす主要な原因疾患です。近年，歯周病と，糖尿病や循
環器病との関連性について指摘されていることから，歯周病予防は成人期以降の健康課題の一
つとなっています。 
本市では，健康増進法に基づく歯周病検診を実施し，対象者に個別通知をしていますが，検

診の受診率が低い状況です。検診結果では，初期から中期の状態とされる４mm～５mm のポ
ケットは 23.3％，進行している状態とされる６mm を超えるポケットは 11.7％となっており，
いずれも前回調査よりも悪化しており，定期的な健診の重要性と歯周病予防に向けた取り組み
の充実・強化が必要です。 

 

図表 33 歯周病の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和６年度歯周病検診結果 

48.0%

36.3%

55.6%

50.8%

62.3%

43.4%

1.1%

1.3%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鹿嶋市

男性

女性

受けている 受けていない 無回答

11.8%

28.3%

6.5%

5.0%

58.0%

31.7%

19.4%

23.3%

4.3%

11.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年度

令和６年度

健全 歯肉出血 歯石 4～5㎜のポケット 6㎜を超えるポケット
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第４章 分野別の取り組み 

 
 
 

実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆ライフステージに応じ

た歯科保健対策の推進 

□乳幼児・児童に対する指導 

・乳児期では育児相談（4 か月児・9 か月児相談等）時にう歯
予防や口腔ケアに関する周知を行います。 

・幼児期では歯みがき相談（１歳６か月児健診，３歳児健診）
を通じ，正しい歯の磨き方の指導や，定期健診の必要性，食
べ物とむし歯の関係や食習慣等，虫歯予防についての知識を
周知します。 

・認定こども園，保育園，小学校において，歯磨き指導や相談，
フッ化物洗口を行います。 

□歯の健康に関する普及啓発 

・歯の健康や口腔ケアの重要性について，健康教室やホームペ
ージ等により啓発します。 

・歯周病が循環器病や糖尿病等の全身の病気の発症や重症化に
影響を及ぼすことを周知し，予防につなげます。 

・口腔ケアに関する健康週間や運動の啓発を行います。 
◆定期的な歯科健診の 

定着 

□定期的な歯科健診の重要性に関する周知 

・う歯予防や適切な口腔ケアにつなげるため，定期的な歯科健
診の重要性を周知します。 

□歯科健診の実施 

・子どもの健やかな歯の成長を育むため，幼児期の歯科健診（１
歳６か月児健診，３歳児健診）を実施します。 

・歯周病予防に取り組むため，40，50，60，70 歳を対象に問診
及び歯周病検査を行います。 

  

（２）施策の展開 
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■関連分野１ がん 

がん(悪性新生物)は死亡原因の第 1 位です。がんには多様な発生要因があり，生活習慣とがんの発
症に関連があることが明らかにされています。また，がんは早期に発見し，早期に治療を行うことで
良好な経過をたどることが多いことから，定期的な検診の受診による早期発見が重要になります。が
ん検診の受診勧奨を通じた早期発見と重症化予防に努めます。 

 
 
 

①標準化死亡比における各がんの推移 

標準化死亡比における各がんの推移をみると，男性では胃がんを除き標準化死亡比が高くな
っています。また，女性では肺がんと乳がんの標準化死亡比が高くなっており，がんによる死
亡を防ぐために要精密検査と判定された方への受診勧奨を積極的に図る必要があります。 

 

図表 34 標準化死亡比における各がんの推移 

【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県市町村健康指標  

0.97 
1.05 

0.66 

1.03 

0.63 

1.37 

1.15 

1.44 

1.04 1.09 1.11 

1.77 

1.03 

1.32 

0.95 

1.14 1.13 1.07 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

悪性新生物 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮がん

平成21～25年 平成26～30年 令和1～5年

施策の柱－２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進 

（１）現状と課題 

1.09 

1.30 1.28 

0.96 
1.06 

1.37 
1.25 

0.97 
1.13 1.09 

1.40 

1.06 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

悪性新生物 胃がん 大腸がん 肺がん

平成21～25年 平成26～30年 令和1～5年
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第４章 分野別の取り組み 

 

②各種がん検診受診率 

本市で実施しているがん検診の受診率は，乳がん（マンモグラフィー）と子宮頸がんについ
ては，上昇傾向にありますが，胃がん，肺がん，大腸がんについては，全体的に低下傾向にあ
ります。検診場所を限定しない過去２年間の「がん検診」の受診状況をみても，胃がん，肺が
ん，大腸がんの受診割合は低くなっています。 
がん検診については，広報紙やホームページ・SNS などによる普及啓発活動に加え，個別通

知による受診勧奨を行っていますが，市で実施する検診の受診率の改善につながっていません。 
がん検診については，市の検診以外でも勤務先や個人的に受けている市民もいますが，引き

続き，がん検診の推進に取り組む必要があります。 

 

図表 35 各種がん検診受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 36 過去２年間のうちに「がん検診」を受けましたか。それはどこで受けましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：市町村の住民健診におけるがん検診の受診率 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート

 
 

9.8%

14.7%

15.2%

18.9%

20.2%

11.4%

11.5%

11.9%

11.1%

9.9%

11.3%

5.1%

8.0%

12.1%

10.1%

2.8%

2.7%

2.7%

5.6%

3.3%

55.9%

56.9%

54.6%

43.4%

48.8%

8.9%

9.1%

7.6%

8.8%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

胃がん

（n=789）

肺がん

（n=789）

大腸がん

（n=789）

子宮がん

（n=486）

乳がん

（n=486）

市の検診 勤務先 個人的に（全額自己負担） その他 受けていない 無回答

4.5 
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5.3 
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10.4 10.4 
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胃がん 肺がん 大腸がん 乳がん
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子宮頸がん
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
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③各がん検診の精密検査受診率 

本市の精密検査受診率をみると，胃がんや肺がんについては，令和元年度以降 80％以上とな
っていますが，直近２年は減少しています。また，大腸がんについては，胃がん，肺がんに比
べるとやや低くなっています。 
女性特有のがんである，乳がん，子宮頸がんについても，令和５年度では受診率が低くなっ

ており，がん検診の結果，精密検査が必要となった方が必ず医療機関を受診して頂けるよう周
知するなど，受診率の向上に向けた受診勧奨の推進が必要です。 

 

図表 37 各がん検診の精密検査受診率の推移 

 胃がん 肺がん 大腸がん 乳がん 子宮頸がん 
令和元年度 81.6% 85.3% 80.2% 76.7% 86.2% 
令和２年度 82.5% 85.0% 79.8% 85.5% 31.3% 
令和３年度 89.8% 89.5% 79.9% 84.2% 87.5% 
令和４年度 86.0% 84.2% 83.4% 83.5% 89.7% 
令和５年度 82.1% 84.6% 79.4% 66.2% 82.9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：市町村の住民健診におけるがん検診の精密検査受診率 
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実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆がんの早期発見・早期治

療の推進 

□予防的検査の実施 

・がんになるリスクの高い状況を早期に発見するための検査を
実施します。 
・肝炎ウイルス検査（フォロー含む） 
・HTLV-1抗体検査 
・胃がんリスク検査 

□早期発見・早期治療に向けた取り組みの強化 

・各種がん検診（胃・肺・大腸・子宮・乳・前立腺）の実施と，
受診勧奨に取り組みます。 

・精密検査対象者への受診勧奨（追跡調査）を行い，医療機関
と連携を図りながら早期治療の実現を目指します。 

□がん検診の受診促進 

・がん検診の受診を促進するため Web 予約システムの充実に
取り組みます。 

・個別通知や無料クーポン券発行，広報紙，行政回覧，SNS，
再勧奨通知，イベント等での啓発を行います。 

◆がん予防の正しい知識

の普及啓発 

□食生活や生活習慣改善の推進 

・がんの発症要因として，生活習慣の関わりが指摘されている
ことから，生活習慣やがんのリスクに対する情報提供を行い
ます。 

・がんに関する講演会や胃がん検診での試食提供（食生活改善
推進員と連携）などを通じ，広く知識の普及に努めます。 

  

（２）施策の展開 
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■関連分野２ 循環器病 

循環器病（脳血管疾患，心疾患）はがんと並ぶ主要死因のひとつです。循環器病の多くは，不適切
な食習慣や運動不足等による肥満，喫煙・飲酒習慣をはじめとする生活習慣の積み重ねから発症しま
す。循環器病を発症する以前に，健診による血液検査などで異変に気づくことも多いため，定期的な
健診受診を通して自分の目に見えないところで起きている変化を早期に確認し，生活習慣を改善する
ことで生活習慣病の発症予防と重症化予防に努めることが重要です。また，ライフコースアプローチ
の視点からも乳幼児期からの生活習慣を整え，健康の基盤を形成することが重要です。 

 
 

 

①循環器病の標準化死亡比 

本市の循環器病の標準化死亡比は，男性ではくも膜下出血と脳内出血，女性では急性心筋梗
塞とくも膜下出血が上昇しています。循環器病は，高血圧，脂質異常症，糖尿病といった生活
習慣病が原因となって発症するリスクが高まります。そのため，市民一人ひとりが生活習慣病
を見逃さないためにも，毎年の健診を受診して，自らの健康状態を把握するとともに，必要に
応じて生活習慣の改善や医療機関での治療に取り組むことが重要です。引き続き循環器病予防
の対策を推進していく必要があります。 

 

図表 38 循環器病の標準化死亡比 

【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県市町村健康指標      
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②特定健診・特定保健指導実施率の推移 

この５年間，特定健診受診率は年々増加しており，令和６年度は 36.0％となっています。市
では健診の継続受診を促すため，広報紙やホームページ，各種講演会での周知に加え，未受診
者への受診勧奨通知，年度途中の国民健康保険加入者への健診受診勧奨の案内を行っています。
また，土日の健診実施など，受診しやすい環境づくりにも取り組み，引き続き健診受診率の向
上に向けた取り組みを充実していきます。 
一方，令和 6年度の特定保健指導実施率は，令和 4 年度より上昇しているものの，令和 2 年

度と比べると低い状況にあります。特定保健指導は，対象者が自主的に生活習慣を改善し，そ
の状態を維持できるよう促すことで長期的な循環器病予防の効果が期待されます。市では，特
定健診実施日に健診会場での保健指導も行いながら，健診後の特定保健指導の利用に繋がるよ
う働きかけを進めていきます。また，早期の生活習慣病発症予防も必要なことから若い世代へ
の保健指導も引き続き行っていく必要があります。 

 

図表 39 特定健診・特定保健指導実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国保特定健康診査結果      
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③令和６年度特定健診の有所見割合 

特定健診の有所見割合を見ると，男女とも BMI，HbA1c，LDL-C，クレアチニンの割合が，
国・県より高く，女性では腹囲や空腹時中性脂肪も高くなっています。 
これらの項目については，食生活との関連が深い項目であることから，対象者が自らの健康

状態を自覚し，生活習慣改善に関わる取り組みを自主的かつ継続的に行えるよう，保健指導及
び栄養指導の内容について充実を図るとともに，効果的な介入方法を検討する必要があります。 

 

図表 40 令和６年度特定健診の有所見割合 

男性 
BMI 腹囲 

空腹時 

中性脂肪 
ALT HDL-C 

空腹時 

血糖 
HbA1c 尿酸 

収縮期 

血圧 

拡張期 

血圧 
LDL-C クレアチニン 

25 以上 85 以上 150 以上 31 以上 40 未満 100 以上 5.6 以上 7.0 以上 130 以上 85 以上 120 以上 1.3 以上 

全国 34.9% 55.9% 18.8% 21.5% 6.8% 30.8% 59.3% 12.5% 48.1% 26.9% 45.1% 2.6% 

県 35.0% 54.2% 15.0% 20.2% 7.3% 17.7% 66.6% 5.9% 45.8% 25.0% 44.8% 2.7% 

保
険
者 

合計 36.0% 54.9% 18.2% 18.3% 6.9% 13.0% 69.5% 11.6% 45.1% 23.9% 47.4% 3.6% 

40 歳代 39.1% 43.5% 21.7% 35.7% 4.3% 9.6% 46.1% 20.9% 20.0% 15.7% 55.7% 0.0% 

50 歳代 38.8% 46.5% 20.6% 30.0% 8.8% 11.2% 57.1% 13.5% 37.1% 29.4% 55.9% 0.0% 

60～64歳 38.5% 56.2% 30.0% 20.0% 9.2% 16.2% 64.6% 16.9% 50.0% 36.2% 51.5% 5.4% 

65～69歳 37.6% 58.4% 17.4% 13.4% 6.8% 15.7% 73.2% 11.7% 48.4% 27.9% 43.0% 3.4% 

70～74歳 33.7% 56.8% 15.4% 15.0% 6.6% 12.2% 75.0% 8.8% 48.5% 19.8% 45.5% 4.7% 

 

女性 
BMI 腹囲 

空腹時 

中性脂肪 
ALT HDL-C 

空腹時 

血糖 
HbA1c 尿酸 

収縮期 

血圧 

拡張期 

血圧 
LDL-C クレアチニン 

25 以上 90 以上 150 以上 31 以上 40 未満 100 以上 5.6 以上 7.0 以上 130 以上 85 以上 120 以上 1.3 以上 

全国 21.4% 19.1% 9.4% 9.0% 1.2% 18.8% 58.5% 1.9% 43.3% 17.1% 53.5% 0.3% 

県 22.8% 17.9% 7.2% 8.5% 1.3% 10.7% 68.6% 0.7% 42.5% 15.5% 53.7% 0.2% 

保
険
者 

合計 24.1% 21.0% 11.3% 8.4% 1.1% 7.9% 72.4% 1.8% 41.5% 15.8% 57.5% 0.4% 

40 歳代 24.2% 16.1% 7.4% 7.4% 1.3% 2.7% 35.6% 3.4% 11.4% 12.8% 41.6% 0.0% 

50 歳代 28.8% 24.5% 11.1% 12.0% 1.0% 9.1% 68.3% 2.9% 23.6% 13.5% 57.2% 0.5% 

60～64歳 24.7% 21.0% 11.3% 7.5% 0.5% 8.1% 69.9% 2.2% 37.1% 19.9% 63.4% 1.1% 

65～69歳 22.4% 22.6% 12.5% 8.6% 1.5% 10.1% 76.4% 2.1% 47.5% 16.0% 61.0% 0.2% 

70～74歳 23.9% 20.0% 11.2% 7.8% 1.0% 7.0% 78.0% 1.1% 48.5% 15.9% 56.9% 0.4% 

出典：国保データベースシステム 
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④BMI 25の推移 

BMI 25 以上による肥満の状況をみると，令和５年度までは低下していましたが，令和６年
度には 29.4％に増加しています。 
糖尿病，高血圧，脂質異常症（高脂血症）などは，肥満との関係が強く，メタボリックシン

ドロームから動脈硬化が進行し，命に関わる疾患を引き起こしやすくなります。そのため，標
準とされる BMI 22 を目指し，健康維持に向けた食習慣，運動習慣の確立を促すため，広く周
知啓発を推進していく必要があります。 
また，家族は食生活や生活環境を共有していることから，将来の健康を捉え生活習慣病のリ

スクを減らすためにも，家族全体で適正な体重維持を目指していくことが必要です。 

 

図表 41 BMI 25の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国保データベースシステム 
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【メタボリックシンドローム】 

○内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより，心臓病や脳卒中などになりやすい病態を指します。単

に腹囲が大きいだけでは，メタボリックシンドロームにはあてはまりません。 
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⑤メタボリックシンドロームの予備群・該当者の推移 

男性・女性ともにメタボリックシンドロームの予備群・該当者が増加しています。 
本市では，集団健診当日に BMI が 25 以上の方に対し，メタボリックシンドロームの危険性

や生活習慣改善の必要性について保健指導を行っています。メタボリックシンドロームの改善
は，食生活や運動などの生活習慣の改善が基本となることから，引き続き保健指導や各種講座
により改善を支援することが必要です。 

 

図表 42 メタボリックシンドロームの予備群・該当者の推移 

【男性】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【女性】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国保特定健康診査結果 
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【メタボリックシンドローム該当者】 

○メタボリックシンドロームは，内臓脂肪型肥満に加え，高血糖，高血圧，脂質以上のうち２つ以上を持つ状態を指し，その基

準を満たす人々。 

【メタボリックシンドローム予備群】 

○メタボリックシンドロームの基準には達していないが，リスク要因を持つ人々。具体的には，BMIが 25以上で内臓脂肪が蓄積
している場合や，血圧や血糖値が正常範囲の上限に近い人々が含まれます。 
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実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆循環器病の早期発見・早

期治療の推進 

□早期発見に向けた健康診査の実施 

・特定健康診査及び循環器健診（19 歳～39 歳，後期高齢者，
生活保護世帯等の対象者）を実施します。 

・健康診査の受診を促進するため，ＳＮＳの活用など通知方法
の多様化を推進します。 

□保健指導の推進 

・健診結果に基づき，市民一人ひとりの状況に応じた保健指導
を，多様な方法で行います。 

・若年層（19 歳～39 歳）への保健指導を強化し，発症リスク
の減少に努めます。 

◆循環器病予防のための

知識の普及 

□生活習慣の改善に向けた啓発 

・生活習慣によるリスクやバランスのよい食事，食習慣や運動
の大切さなど，循環器病予防に係る情報を積極的に発信しま
す。 

・乳幼児期からの肥満予防の取り組みとして，肥満が循環器病
に与える影響や対策等についての周知を強化していきます。 

・発症および重症化予防に関する健康教育（講演会・講座等）
を定期的に行い，知識の普及と意識の醸成を図ります。 

  

（２）施策の展開 
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■関連分野３ 糖尿病 

糖尿病は，生活の質(QOL：Quality of Life)に多大な影響を及ぼすだけでなく，長期的には合併症
のリスクを増大させる要因にもなります。そのため，栄養バランスを考慮した適正な食事はもちろん，
運動習慣や肥満の回避に努めることが必要とされていることから，糖尿病の発症予防のための周知啓
発や，健診や保健指導を通じての早期発見と重症化予防に取り組みます。 

 
 
 
 

①ＨbA1c値（血糖コントロール指標）の状況 

HbA1c 値の状況は，治療中では，保健指導判定値の「正常高値」及び「糖尿病の可能性が否
定できない」とも，令和６年度は増加しています。また，受診勧奨判定値では，「合併症予防の
ための目標（6.5～6.9）」の割合に大きな変化はありませんが，「合併症の危険が更に大きくな
る（8.0 以上）」は低下し「最低限達成が望ましい目標（7.0～7.9）」が増加しました。また，令
和 6 年度の治療なしでは，「正常（5.5 以下）」は低下し，保健指導判定値の「正常高値」の割
合がやや増加しています。 

HbA1c 値が高くなる要因としては，食習慣の悪化，過度な飲酒，喫煙，運動不足・肥満，睡
眠不足やストレスなど挙げられますが，これは生活習慣や運動習慣と深く関わりがあるもので
す。 
本市では，平成 29 年度から糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき，特定健診結果に

おいて HbA1cの値が 6.5％以上の方に対して，個別に保健指導や受診勧奨を行っています。 
また，令和 2 年度から高齢者の保健事業と一体的な取り組みとして，糖尿病の重症化予防の

ための受診勧奨，保健指導も行っています。今後も糖尿病を発症しないための予防的な取り組
みと併せて，継続的な治療による重症化予防への取り組みの強化が必要となります。 

 
図表 43 ＨbＡ1c値（血糖コントロール指標）の状況 

 

正常 

保健指導判定値 受診勧奨判定値 

正常高値 
糖尿病の可能性が 

否定できない 

糖尿病 

合併症予防の 

ための目標 

最低限達成が 

望ましい目標 

合併症の危険が 

更に大きくなる 

5.5％以下 5.6～5.9 6.0～6.4 6.5～6.9 7.0～7.9 8.0 以上 

治
療
中 

令和 2 年度 2.5% 4.0% 16.7% 24.2% 33.3% 19.2% 

令和 3 年度 2.3% 5.5% 17.2% 26.2% 35.9% 12.9% 

令和 4 年度 1.4% 3.0% 15.5% 26.0% 39.5% 14.5% 

令和 5 年度 0.3% 4.7% 15.5% 29.4% 33.1% 16.9% 

令和 6 年度 0.0% 6.4% 18.4% 25.8% 37.8% 11.6% 

治
療
な
し 

令和 2 年度 31.2% 44.0% 19.0% 3.5% 1.6% 0.7% 

令和 3 年度 37.5% 41.5% 15.6% 3.3% 1.7% 0.4% 

令和 4 年度 30.8% 44.0% 19.0% 4.2% 1.2% 0.7% 

令和 5 年度 26.5% 45.1% 21.9% 4.5% 1.4% 0.6% 

令和 6 年度 28.4% 46.2% 19.2% 3.9% 1.8% 0.5% 

出典：国保特定健康診査結果 

  

（１）現状と課題 
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②糖尿病性腎症による新規人工透析導入者数の推移 

本市の糖尿病性腎症による新規人工透析導入者数の推移（患者千人当たり）をみると，令和
５年度は，国を下回ったものの，令和６年度には再び高くなっています。 
糖尿病による合併症の発症及び重症化を抑制するためには，良好な血糖コントロール状態を

維持することが必要になります。そのため，医療機関と連携しながら，効果的な保健指導や受
診勧奨を行うことにより，食事療法や運動療法はもちろん，医療機関での治療を継続できるよ
う支援することが必要です。 

 

図表 44 糖尿病性腎症による新規人工透析導入者数の推移（患者千人当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国保データベースシステム 

 

 

 

 

実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆糖尿病の発症及び重症

化予防の強化 

□保健指導の強化 

・管理栄養士等による保健指導の実施に加え，講演会や食生活
講座など，同じ状況の人たちと学習する機会をつくるなど，
より実践的な指導に努めます。 

・糖尿病の重症化予防と合併症の発症予防のため，医療機関と
連携した個別指導に取り組みます。 

◆糖尿病予防のための知

識の普及 

□疾病予防に向けた啓発 

・糖尿病に対する理解を深めることができるよう，健康教室や
医師による講演会などを開催します。 

・広報紙やホームページ等で糖尿病予防に関する情報提供を行
い，広く知識の普及に努めます。 

  

（２）施策の展開 
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■関連分野１ 切れ目のない支援 

核家族化の進展により，身近に相談できる人が少なく孤立しやすい妊婦やその配偶者等が増えてい
ます。そのため，妊娠時から妊婦等に寄り添い，出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的
な情報提供，支援を行うことで，安心した出産や子育てにつなげることができると考えられています。 
本市では，平成 30 年度に「子育て世代包括支援センターりぼん」を開設し，妊娠届出時に全ての

妊婦と面接し身体的・精神的・社会的状況等を把握するほか，母子保健コーディネーターを中心に継
続的な支援を必要とする家庭には，各関係機関と連携を図りながら支援を行ってきました。 
また，令和 7年度から，必要な支援が必要な家庭に届くよう「切れ目のない支援」の実現を目指し，

従来の「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の機能を維持しつつ，統合・
連携を強化する形で，新たに「こども家庭センターりぼん」を設置しました。 
今後も支援を必要とする妊産婦等が，安心した出産や子育てができるよう，伴走型相談支援の充実

に努め，関係機関との連携強化に努めます。 
 

図表 45 こども家庭センターについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

施策の柱－３ 親と子からはじまる健康づくり 

【母子保健コーディネーター】 

○妊娠期から子育て期までの相談に応じ，継続的な支援を行う専門職のこと。 

【伴走型相談支援】 

○妊婦や子育て家庭に対して，出産から子育てに至るまで一貫した支援を提供する制度です。 
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①妊娠 11週以下での妊娠届出率 

妊娠初期における健康管理は，母体と胎児の健康を守るために非常に重要です。妊娠 11週ま
での妊娠届出率は上昇し，令和６年度には 96.7％となっています。早い段階から関わりが持て
ることで，妊娠の経過に対する早期の対応や妊娠に関するリスクの予防と早期発見のほか，適切
な母子保健サービスの提供が可能となります。 
今後も妊娠が確認された段階での早期の届出について周知・啓発に努めます。 

 

図表 46 妊娠 11週以下での妊娠届出率 

年 度 届出数(人) 11 週以内 12～19 週 20～27 週 28 週以上 不詳 産後交付 

平成 21 年度 631 93.3％ 4.1％ 0.8％ 0.6％ 1.1％ 0.0％ 

平成 26 年度 611 91.2％ 4.9％ 0.8％ 0.7％ 2.3％ 0.2％ 

令和元年度 481 94.0％ 5.0％ 0.8％ 0.0％ 0.0％ 0.2％ 

令和６年度 332 96.7％ 2.7％ 0.3％ 0.3％ 0.0％ 0.0％ 

出典：事業概要 

 

②年齢別妊娠届出状況 

妊娠届出の年齢別状況は，平成 21 年度以降は「30～34 歳」が多く，令和６年度には 35.8％
となっています。また，令和６年度には，19 歳以下は 1.2％，40 歳以上は 4.5％となっており，
19 歳以下が低下する一方で，平成 26 年度以降は 35 歳以上の高齢出産の割合が全体の約 2 割を
占めています。また，妊娠届出時の面接で把握した身体的・精神的・社会的状況等から，要支援
者の割合は令和３年度以降増加しています。 
今後も妊娠届出を始まりとした伴走型相談支援を実施しながら，妊娠・出産・子育てで生じる

問題について，一緒に悩み・取り組んでいけるよう，相談支援体制の充実に努めます。 
 

図表 47 年齢別妊娠届出状況 

年度 ～19 歳 20～24 歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40 歳～ 

平成 21 年度 
20 103 196 208 89 11 

3.2％ 16.3％ 31.0％ 33.0％ 14.0％ 1.7％ 

平成 26 年度 
16 88 179 192 104 32 

2.6％ 14.4％ 29.3％ 31.4％ 17.0％ 5.2％ 

令和元年度 
11 50 138 167 92 23 

2.3％ 10.4％ 28.7％ 34.7％ 19.1％ 4.8％ 

令和６年度 
4 42 93 119 59 15 

1.2％ 12.7％ 28.0％ 35.8％ 17.8％ 4.5％ 

出典：事業概要 

 

  

（１）現状と課題 
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図表 48 要支援者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：妊娠届出時アセスメントシート 

 

 
 
 
 

実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆子育て世帯に対する切れ

目のない支援体制の拡充 

□こども家庭センター「りぼん」を拠点とする相談支援 

・安心して妊娠・出産・子育てができるよう，保健・福祉部門
の連携を強化した「こども家庭センター」において，横断的
で切れ目のない支援を提供します。 

・妊婦等包括相談支援事業として，妊娠時から妊産婦等に寄り
添い，出産・育児等の不安や悩みを共感し，見通しを立てる
ための面談や継続的な情報発信等を行うとともに，必要な支
援につなぐ伴走型相談支援の推進を図ります。 

□赤ちゃん訪問を通じた関係づくりの推進 

・生後 4か月までの乳児がいる全てのご家庭を訪問し，身体計
測や育児の不安や悩みに寄り添いながら，子育てに関する情
報提供を行い，乳児家庭の孤立を防ぎ，健やかな成長を支え
ます。 

 
  

（２）施策の展開 
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■関連分野２ 妊産婦・乳幼児の健康 

新しい命を迎え，産み育てていく時期は，母親の健康やこころの状態が，胎児や乳幼児の発育発達
に大きく影響することから，妊産婦・乳幼児，それぞれに対する適切な健康診査や相談事業等を行い
ながら，適切な時期に必要な支援に繋げていくことが重要です。 
また，この時期に正しい生活習慣や食習慣を身につけることは，母子の健康だけでなく家族ぐるみ

で生涯の健康の基盤をつくることにも繋がることから，健康づくりの視点も踏まえた支援に努めます。 
 
 
 

①妊娠期の状況 

妊娠中は自覚症状が乏しくても，母体や胎児に影響する疾患が潜在することがあります。特
に，妊娠初期に行われる血液検査（貧血・血糖）は，母体の健康状態を把握し，妊娠経過の安全
性を確保するうえで重要です。妊婦の貧血は，母体の疲労感や動悸だけでなく，早産や低出生体
重児のリスクと関連することが知られています。また，妊娠糖尿病は自覚症状が乏しい一方で，
胎児の過成長や合併症を招く可能性があり，早期発見と適切な管理が極めて重要です。こうした
検査は，妊娠中のリスクを的確に把握し，必要な支援につなげるための基礎となるものです。 
本市では，適切な時期に健診を受けることで，妊娠経過の異常の早期発見につながるよう妊婦

健診（14 回）の助成を行っています。 
令和 6 年度に妊娠届出をした方のうち出産に至った全ての妊婦が妊婦健診（1回目）を受診し

ており，妊娠初期における健診は確実に実施されています。引き続き，妊娠届出の面接時に妊婦
健診の継続した受診の重要性について周知を図ります。 
また，妊婦健診の結果では，尿蛋白や尿糖が（＋）以上の妊婦が増加しており，妊娠届出時に

把握した妊婦の非妊娠時の体格では，肥満のうち特にBMI30以上の者の割合も増加しています。
妊娠中の肥満は，単に“妊娠中のリスク”にとどまらず，母親自身の将来の健康，子どもの将来の
健康にも影響を及ぼすことから，食生活の重要性や妊娠前からの適正体重の維持の必要につい
て周知していきます。 

 

図表 49 妊婦健康診査で貧血のある妊婦の割合 

 
平成 26 年度 令和元年度 令和６年度 

妊婦健康診査（第 6 回）の貧血検査で異常がある人の割合 36.0％ 35.4％ 34.3％ 

妊婦健康診査（第 6 回）の血糖検査で異常がある人の割合 11.4％ 16.8％ 16.6％ 

出典：健康かしま 21（第二次）の評価 

 

  

（１）現状と課題 
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②産婦健康診査の受診率 

出産後は心身が大きく変化する時期であり，産婦健康診査は，産後うつのチェックや授乳・育
児の相談，出産後の身体の回復の確認等の目的があります。 
本市では，産後の母親への支援として，平成 31 年 4月から産婦健診（２回）の助成を開始し，

９割以上が受診している状況です。 
また，産後の母親への支援については，こども家庭センターりぼんにおいて，すべての母親の

身体面，精神面等の状況を確認し継続した支援を図っています。 

 

図表 50 令和６年度産婦健康診査受診率 

 第１回 第２回 

受診率 92.4％ 97.8％ 

出典：事業概要           

 

③妊娠中の飲酒・喫煙状況 

妊婦の飲酒率は 2.3%であり，平成 26 年度と比較して上昇したままとなっています。妊娠中
の飲酒は胎児・乳児に対して低体重や奇形，脳障害などを引き起こす危険性があります。妊娠中
のどの時期であってもリスクがあり，少量の飲酒であっても胎児に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。 
また，妊娠中の喫煙率は 1.9%，育児中の喫煙率は 3.5%となっており，いずれも令和元年度

と比較すると改善傾向が見られます。妊娠中の喫煙は胎児に酸素不足を生じさせ，育児中の喫煙
に関しても受動喫煙などの問題により発育に悪影響を及ぼします。 
飲酒・喫煙が及ぼす影響について正しく理解できるよう，引き続き周知・啓発を図ります。 

 

図表 51 妊娠中の飲酒状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：乳児全戸訪問報告書      
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図表 52 妊娠中・育児中の喫煙状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：乳児全戸訪問報告書      

 

④全出生中の 2,500ｇ未満低出生体重児の割合 

出生時の体重は，母体の健康状態を反映する重要な指標です。2,500ｇ未満の低出生体重児の
割合は，約 10％前後で推移しています。 
さらに，妊娠前の健康状態を反映していると考えられる妊婦健診第１回の検査時の貧血者の

割合が，近年５％で推移していることや，「③妊娠中の飲酒・喫煙状況」で示したように，依然
として妊娠中の喫煙や飲酒が少数存在しています。 

 

図表 53 全出生中の 2,500ｇ未満低体重児の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県人口動態統計・茨城県保健福祉統計年報 
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⑤乳幼児期の状況 

本市では，医療機関における乳児健診のほか，保健センターでの４か月児相談，９か月児相
談，１歳６か月児健診，３歳２か月児健診を実施しています。特に集団で実施している４か月児
相談，９か月児相談，１歳６か月児健診，３歳２か月児健診の受診率は９割を超えており，すべ
ての親子の状況を把握し必要な支援につなげる重要な機会となっています。 
保護者からの相談としては，授乳や離乳食・食事に対する悩み，発育・発達やお子さんへの関

わり方に対する悩み等，月齢が進むにつれ悩みや心配の種類も変化しています。 
また，本市の乳幼児の現状として，う歯のある幼児の割合は減少しているものの，おやつの時

間を決めている３歳児の割合が減少しているほか，肥満傾向にある幼児の割合も増加していま
す。幼児期の生活習慣は，その後の生活や健康にも大きく影響するため，正しい生活習慣作りが
重要です。 
さらに，麻しん・風しんの予防接種は 1期・2 期ともに接種率が約 9 割と低い状況が続いてい

ます。感染力が非常に強い疾患である麻しんは重症化する可能性が高く，また，風しんは妊婦に
感染した場合，胎児に重い影響をあたえます。また，麻しん・風しん予防接種は 1 回の接種では
免疫がつかないことがあるため，2 回の接種が最も効果的です。 
今後も幼児期における正しい生活習慣や，感染症を予防するための予防接種の必要性につい

て，引き続き周知・啓発を図るとともに，お子さんの発育・発達や育児の悩み等についても相談
しやすい環境づくりに努め，関係機関と情報共有・連携を図り支援体制の充実に努めます。 

 

図表 54 う歯のある幼児・おやつの時間を決めている３歳児の割合 

 う歯のある幼児の割合 おやつの時間を決めて 

いる３歳児の割合 １歳６か月児健診 ３歳２か月児健診 

平成 26 年度 2.5％ 20.7％ 69.5％ 

令和元年度 0.7％ 10.6％ 66.0％ 

令和６年度 1.1％ 8.6％ 60.9％ 

出典：事業概要     

 

 

 

 

実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆健やかな妊娠期を過ご

し，安心して出産に臨め

る体制の充実 

□妊娠・出産に関する情報提供の充実 

・マタニティクラスやペアコース，妊娠中からの子育て講座な
どを通じ，妊娠・出産に関する正しい知識の普及や妊娠期の
アルコール摂取・喫煙による胎児への影響，受動喫煙等が及
ぼす影響などについて情報提供を行います。 

・妊婦の「やせ」「肥満」に対し，食生活の改善のための栄養指
導の充実を図るとともに，プレコンセプションケアについて
も検討します。 

（２）施策の展開 
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□妊娠中の健康維持や予防・治療に対する支援の拡充 

・妊婦健康診査の助成を継続し，母体と胎児の健康状態の確認
とそれに係る経済的負担の軽減を図るとともに，多胎妊婦の
助成回数を拡充します。 

・妊娠を希望する方等への医療的な支援制度（予防接種や不妊・
不育治療費助成等）について拡充を図ります。 

□出産後の心身の回復支援 

・産婦健康診査の助成を行い，母体の心身の回復状況を確認し，
医療機関と連携した必要な支援に繋げます。 

・産後の母親と赤ちゃんの心身の健康をサポートし，安心して
子育てができる環境を整えるため，産後ケア事業を実施しま
す。 

◆子どもの健やかな成長

を支援する体制の強化 

□乳幼児の健康づくりに係る支援の充実 

・乳幼児の健やかな発育発達を支援するため，年齢（月齢）に
応じた健診や相談を実施し，問題の早期発見・対応に加え，
適切な生活習慣の獲得を支援します。 

・健診については，現在実施している 1 歳 6か月児健診や 3 歳
児健診に加え，5歳児健診の実施を検討します。 

・３歳児健診における肥満児の割合が増加していることから，
正しい生活習慣や食習慣について啓発するとともに，個別栄
養相談の実施について検討します。 

・う歯のある幼児は，３歳児健診の時点で増加している傾向に
あることから，３歳児健診より前の段階でのむし歯予防の取
り組みを検討します。 

・乳幼児の予防接種については，1 歳児以降に接種率が低下す
ることから，予防接種の必要性について周知するとともに，
個別通知等での接種勧奨を行います。 

□子どもに係る医療体制の確保 

・2,000ｇ以下で生まれるなど入院治療が必要と認められた乳
児に対し，治療に要する医療費の一部を助成し，経済的負担
の軽減を図ります。 

・急な病気などに対して，24 時間 365 日相談や医療機関の案
内を行う茨城県子ども救急電話相談（♯8000）の周知に取り
組むとともに，鹿嶋市夜間小児救急診療所の運営を継続しま
す。 

 
 
 
  
【プレコンセプションケア】 

○若い男女が，将来のライフプランを考えながら，自分の健康や生活習慣と向き合い，健康管理に取り組むことを指します。性

や妊娠・出産に関する正しい知識を身につけ，自分の身体を大切にすることは，自身の健康だけでなく，将来の子どもの健康
にもつながるとされています。 
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■関連分野３ 多様性に寄り添う支援 

人々の価値観や生活様式，家族の形態等も多様化している現代では，子育てに関する悩みも様々で
あり，特に，発育・発達に対する支援の充実が求められています。発育や発達，気質は一人ひとり異
なり，その違いを「問題」ではなく「個性の一つ」と捉えて理解する視点を持ち，育てにくさを感じ
る保護者に寄り添いながら，早期の支援に繋げることができるよう関係部署との連携を図り，相談機
会の提供とともに，適切な療育環境の確保に取り組みます。 

 
 
 
 

①相談を利用した児童の年齢と所見内容 

相談を利用した児童の年齢は，２歳が最も多く，次いで３歳となっており，次第に減少する傾
向となっています。ことばやこだわり，集団への適応など「２歳」・「３歳」は発達の節目となる
時期でもあり，１歳６か月児健診や３歳児健診を通して相談・支援につながっています。 
相談を利用する内容としては「ことばの遅れ」が最も多く，次いで「発音」，「自閉的傾向」，

「知的な遅れ」などとなっています。 
相談・支援を必要とするタイミングは様々であることから，必要なタイミングで相談できる体

制の充実に努めます。 

 

図表 55 令和６年度相談を利用した児童の年齢（実年齢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：事業概要        
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図表 56 所見内容の内訳（延べ人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年度子どものこころと発達の相談実績     

 
②EPDS エジンバラ産後うつ病質問票の結果 

産後うつは早期介入が効果的であり，EPDS（エジンバラ産後うつ病質問票）は，産後うつの
リスクを早期に把握するために役立ちます。 
産婦健康診査時（産後２週間頃・産後１か月頃）と乳児家庭全戸訪問時（出産後２～３ヶ月頃

を目安）に EPDS を実施することで，異変の早期発見や継続的支援につながります。 
産婦健康診査時と乳児家庭全戸訪問時の結果から，産婦健康診査における EPDS で要支援と

なる９点以上の人の割合は，第１回目で 10.3％，第２回目で 8.0％，乳児家庭全戸訪問時におけ
る EPDS で要支援となる９点以上の人の割合は 4.2％と，出産から日が経過するに従い減少し
ていることからも，妊娠期からの伴走型相談支援のなかで早期の異変に気付くことが重要です。 
また，乳児家庭全戸訪問時における EPDS の結果から子どもの人数別の内訳をみると，第１

子が最も多く，第１子の場合，初めての子育てで不安を感じやすいため，より丁寧な支援が必要
と考えられます。 

 

図表 57 産婦健康診査時の EPDS エジンバラ産後うつ病質問票の結果 

 産婦健康診査（１回目） 

産後２週間頃 

産婦健康診査（２回目） 

産後１か月頃 

質問票 

実施人数 

EPDS９点以上 質問票 

実施人数 

EPDS９点以上 

（人） （％） （人） （％） 

令和６年度 290 30 10.3％ 307 24 8.0％ 

出典：令和６年度産婦健診受診結果 

 
 
 
  

21

14

7

12

10

7

1

1

6

0 5 10 15 20 25

ことばの遅れ

発音

多動

自閉的傾向

知的な遅れ

性格の問題

養育者の問題（養育不安も含む）

家庭・環境の問題

その他

【EPDS（エジンバラ産後うつ病質問票）】 

○産後うつ病のスクリーニングを行うための質問票です。このスクリーニングは，産後うつ病の可能性を評価するために使用さ

れ，患者自身が質問に答える形式で行われます。日本では，産後１か月に実施することが推奨されており，合計点が９点以上
の場合には産後うつ病の可能性が高いと判断されます。 
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図表 58 乳児全戸訪問時 EPDSエジンバラ産後うつ病質問票の結果 

 質問票 

実施人数 

EPDS９点以上 第何子 

（人） （％） １子 ２子 ３子 ４子以降 

令和元年度 439 34 7.7％ 
19 

（55.9％） 

9 

（26.5％） 

5 

（14.7％） 

1 

（2.9％） 

令和６年度 311 13 4.2％ 
7 

（53.8％） 

3 

（23.1％） 

2 

（15.4％） 

0 

（0.0％） 

出典：乳幼児全戸訪問報告書 

 

③安心した気持ちで子育てができている人の割合 

子どもの月齢が上がるにつれ，「育児困難感」「社会的孤立」「不適切なしつけにつながる行動」
が生じやすいと考えられています。アンケート調査における安心した気持ちで子育てができて
いる人の割合については，「育児について相談する相手や精神的な支えがいる人の割合」が増加
する中で，「子育てに自信が持てない保護者の割合」，「子どもを虐待しているのではないかと思
うことがある保護者の割合」，「子育てが困難だと感じている人の割合」は減少しています。 
引き続き，子育てに関する相談支援体制の充実・強化に取り組みます。 

 

図表 59 安心した気持ちで子育てができている人の割合 

 平成 26 年度 令和元年度 令和６年度 

子育てに自信が持てない保護者の割合 71.4％ 77.0％ 73.7％ 

子どもを虐待しているのではないかと思うことが

ある保護者の割合 
24.0％ 22.5％ 18.6％ 

子育てが困難だと感じている人の割合 48.8％ 54.2％ 47.3％ 

育児について相談する相手や精神的な支えがいる

人の割合 
91.6％ 92.6％ 97.0％ 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査 

 
 

図表 60 乳幼児の子育ての相談者がいる割合 

 ４か月児 ９か月児 １歳６か月児 ３歳２か月児 

はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答 

平成 26 年度 97.7% 1.5% 0.8% 97.7% 1.3% 1.1% 94.6% 2.9% 2.5% 97.4% 1.3% 1.3% 

令和元年度 98.5% 1.5% 0.0% 98.5% 1.5% 0.0% 97.9% 1.6% 0.5% 95.5% 2.5% 1.9% 

令和６年度 97.5% 2.5% 0.0% 97.6% 2.4% 0.0% 95.9% 3.3% 0.8% 93.7% 3.3% 3.0% 

出典：４か月児相談・９か月児相談・１歳６か月児健診・３歳２か月児健診各問診票集計結果 
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実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆親子の健やかな成長を

支え，個性や多様性に寄

り添う支援体制の充実 

□子どもの発育・発達を見守る相談・支援体制の整備 

・子どもの多様性や個性を尊重しつつ，子どもの発育・発達に
関する気づきについて，関係部署と連携した専門的な相談・
支援体制の充実を図ります。 

・子どもの育ちや叱り方・関わり方など，子育て世代が持つ悩
みごとに対し，児童福祉や教育などと連携した相談体制の充
実を図ります。 

・乳幼児健診と合わせ，電話や来所相談，訪問などの機会にお
いて，保護者の発信する育てにくさのサインを見逃さず，不
安や迷いに寄り添った支援に努めます。 

・療育機関や医療機関との連携を密にし，適正な療育環境の整
備を進めます。 

・支援を必要とする保護者の子育てに寄り添い，関係部署と連
携した相談体制を強化します。 

□情報提供の充実 

・子どもの発育や発達について，正しい知識に基づき対応でき
るよう，必要な情報提供を行います。 

□伴走型支援の充実 

・妊娠・出産・子育てを行う環境や困難と感じることは個々で
異なることから，妊娠期から継続した支援を通して個々の親
子・家庭に応じたより良い支援に努めます。 

・産後の安心した育児を目指し，EPDSを活用した産後うつの
早期発見，医療機関との連携を図ります。 

  

（２）施策の展開 
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■関連分野４ 学童期・思春期の健康 

学童期から思春期にかけては，急激な身体的・精神的成長がみられる一方で，生活習慣の乱れや人
間関係でのストレスなど，多様な健康課題が顕在化する時期でもあります。正しい生活習慣や食習慣
の確立を支援し，年齢に応じたこころとからだの健康づくりに対する支援を行います。 

 
 
 

①こころとからだの健康づくり対策の充実 

肥満の状態にある子どもの割合については，平成 26 年度から令和元年度にかけて減少したも
のの，令和６年度には小学生，中学生とも増加に転じています。また，いつも朝食を食べている
（朝昼晩の食事をとっている）子どもの割合は減少しています。 
肥満は生活習慣病のリスクを高め，将来の健康にも影響を及ぼします。また，欠食によるエネ

ルギー不足は，午前中の集中力低下・活動量の減少・気分の不安定化にも影響します。 
学童期・思春期における健康課題は，本人の生涯にわたる心身の健康づくりを大きく左右する

とともに，将来，親になる者として次世代にも影響を及ぼすことから，正しい生活習慣を身につ
けるよう，家庭や学校，地域における取り組みが必要となります。 

 

図表 61 肥満の状態にある子どもの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：第二次健康かしま 21 の評価     

 

 

②定期的に運動をしている子どもの割合 

定期的に運動をしている子どもの割合をみると，新型コロナウイルス感染症の流行期には，外
出や運動の機会が減少した傾向がありましたが，概ね新型コロナウイルス感染症以前の水準と
なっています。しかし，中学２年生については「よくする」という割合が減少しており，健全な
成長や肥満予防のため，運動機会の確保が必要です。 

  

（１）現状と課題 
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図表 62 定期的に運動をしている子どもの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③性に対する正しい知識の普及（望まない妊娠・性教育） 

本市の年齢別妊娠届出状況によると，10 代の妊娠届出者は徐々に減少していますが，全国の
人工妊娠中絶に占める 10 代の割合は増加傾向にあることから，望まない妊娠・出産を避けるた
めにも思春期の性教育は重要であり，学校と連携した取り組みが必要です。 
また，将来の健やかな妊娠・出産のために，自分の体を知り大切にすること，性と心について

正しい知識をもつこと，健やかな生活習慣（食事・運動・睡眠）を身につけること，困ったら相
談する力をつけることなどの必要性についても周知していく必要があります。 

 
 
 
 

実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆必要な知識や正しい生

活習慣を獲得するため

の情報提供 

□正しい生活習慣の啓発 

・学校保健と連携し，健康の３本柱（栄養・運動・休養）及び
正しい生活習慣に対する知識を普及し，子どもの健康を通し
て家族全体の健康の底上げを図ります。 

□不安や悩みに対する相談・支援体制の整備 

・子どもが不安や悩みを持った時に，安心して相談できる体制
の構築を図るとともに，アクセスしやすい環境づくりに取り
組みます。 

・子どもの成長に合わせた健康や心身に対する知識の普及を図
るため，各学校等からの要望に応じ，健康教育（性教育）を
実施します。 

 
  

（２）施策の展開 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査 
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健康は，個人の生活習慣だけでなく，生活環境や社会的環境，経済・教育・文化的背景など多くの

要因に作用されるため，市民一人ひとりが健康に関心を持ち，健康づくりに取り組めるよう，健康づ
くり活動を支える社会環境の整備・充実が必要です。 
行政のみならず，地域や関係団体などとの連携による取り組みを推進しながら，「自分の健康は自

分で守る」意識と習慣の醸成を図り，健康を支え・守る環境整備に努めます。 
 

 
 

①自身の健康について 

令和６年度のアンケート調査では，自身の健康については，「まあ健康である」が 48.8％と最
も多く，「健康である」15.7％と合わせると，64.5％が健康だと感じています。 
しかし，令和元年度の調査と比べると，「まあ健康である」と答えた人は微増したものの，「健

康である」と答えた人は，27.2％から 15.7％へと大きく減少しています。 
一方で，自身の健康に対する関心については，「大いにある」が 58.0％で，「少しある」37.0％

を合わせると 95％の人が自身の健康に関心を持っています。 
健康に関心を持っている人は非常に多いものの，実際の行動に移すことに難しさを感じてい

る人は少なくありません。市民一人ひとりが，健康づくりに取り組みやすい環境を整え，具体的
な行動に移すことができるよう，様々な場面やツールを活用し，関係機関とも連携しながら総合
的に支援することが必要です。 

 

図表 63 自分は健康だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査 

 

 

 

 

 

 

施策の柱－４ 健康を支え，守るための社会環境の整備 

 

  

（１）現状と課題 
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図表 64 自分の健康に関心がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

実現に向けた目標 具体的な取り組み 

◆健康づくりを支える体

制の充実 

□環境や地域づくりの推進 

・関係部署や地区公民館等と連携を図り，健康づくりに関する
地域活動の支援を行います。 

・医療機関との連携を強化し，健康の保持・増進に係る体制の
充実に努めます。 

□各種団体や機関との連携強化 

・「鹿嶋市食生活改善推進員連絡協議会」の育成と組織活動の
支援を推進します。 

◆情報技術の活用の推進 □情報技術の活用 

・健康づくりに関する施策を効果的かつ効率的に推進するた
め，健康増進の各分野において情報技術の活用を進め，健康
データの管理，見える化などを推進します。 

・楽しみながら健康増進に取り組めるよう，茨城県の「元気ア
っプ！リいばらき」等を活用した情報発信を行います。 

 
 
 
 
 
  

（２）施策の展開 
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令和元年度

令和6年度

大いにある 少しある ほとんど関心がない 関心がない 無回答

出典：令和６年度健康づくりに関するアンケート調査  

【元気アっプ！リいばらき】 

○スマートフォン用アプリ「元気アっプ！リいばらき」は，県民が取り組む健康づくり活動を推進することを目的として開発さ
れたデジタルコンテンツです。アプリを通して取り組んだウォーキングやランニング，健診受診などの健康づくりの活動に対
し，取り組みに応じた数のポイントを付与します。アプリ利用者は，貯めたポイントを使用し，アプリ内で実施される各種景

品抽選イベントへ参加することができます。 
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■ラ イ フ ス テ ー ジ 別 の 市 民 に 取 り 組 ん で ほ し い 健 康 づ く り の 具 体 的 な 取 り 組 み  
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第４章 分野別の取り組み 

■ラ イ フ ス テ ー ジ 別 の 市 民 に 取 り 組 ん で ほ し い 健 康 づ く り の 具 体 的 な 取 り 組 み  
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